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「緊急事態宣言」の発出に伴う外出自粛要請の期間中における 

小動物診療施設等の対応に係る留意事項について 

 

令和２年４月７日に発出された「緊急事態宣言」に伴う外出自粛要請の期間

中における小動物診療施設等の対応については、「新型コロナウイルス感染症

の拡大に伴って都市封鎖等の措置が発動された場合における小動物診療施設

等の対応について」（令和２年４月３日付け事務連絡。以下「事務連絡」とい

う。）の別添１「新型コロナウイルス感染症に対する小動物診療施設等の対応

について」により、獣医師等の感染防御に配慮した診療業務継続のための推奨

方策について提示しました。 

しかし、遺憾ながら、同通知の記載内容について拡大解釈がなされ、獣医師

法上の疑義が生じることが懸念される事例についての照会がなされています。 

つきましては、改めて下記の点に御留意いただき、新型コロナウイルスに対

する感染防御を確保しつつ、適正な診療業務の継続に努められますよう、よろ

しくお願いいたします。 

 

記 

 

１ 事務連絡は、あくまでも「緊急事態宣言」に伴う外出自粛要請の期間中を

前提に、小動物診療施設等において推奨される対応方策を提示したものであ



   

ること。 

２ 事務連絡の別添１の「４ 電話等による診療の指示等」に例示した「オン

ライン診療」等は、獣医師法第１８条に規定された「無診察診療」に該当し

ない範囲内で実施しなければならず、診療対象動物に直接対面して診察する

ことを一度も行っていない初診の場合には認められないこと（別添「写」参

照）。 

 

 

 
本件内容の問合せ先 

公益社団法人 日本獣医師会 

事 業 担 当：松岡、駒田 TEL 03-3475-1601 



１９消安第１０２３７号

平成１９年１２月１９日

都道府県畜産主務部長 殿

農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長

要指示医薬品の投与及び処方に当たっての注意事項について

獣医師法（昭和２４年法律第１８６号）第１８条においては、獣医師は自ら

診察しないで劇毒薬、生物学的製剤その他農林水産省令で定める医薬品の投与

又は処方をしてはならない旨が規定されており、同条に規定する農林水産省令

で定める医薬品としては、獣医師法施行規則（昭和２４年農林省令第９３号）

第１０条の５の規定により、薬事法（昭和３５年法律第１４５号）第８３条第

１項の規定により読み替えて適用される同法第４９条第１項の規定に基づき農

林水産大臣が指定した医薬品（以下「要指示医薬品」という ）等が定められ。

ているところです。

要指示医薬品等の投与又は処方に当たっては「獣医師法の一部を改正する法

律及び獣医療法の運用について （平成４年９月１日付け４畜Ａ第２２５９号」

農林水産省畜産局長通知）により、獣医師が自ら定期的に巡回する等して常に

当該農場の飼育動物の健康状態を把握している場合等においては、飼育者から

病状の聴取等をもって診察と見なすことができると解してきたところです。

しかしながら、最近、獣医師が自ら農場を巡回し診察することなく要指示医

薬品を処方している事案が起きたことから、獣医師法第１８条の規定の解釈に

ついて下記のとおり改めて整理いたしましたので、了知されるとともに、要指

示医薬品の適正な投与及び処方がなされるよう関係者へ周知徹底をお願いしま

す。

写



記

１ 要指示医薬品は、その使用に当たって獣医師の専門的な知識と技術を必要

とするもの、副作用の強いもの、あるいは病原菌に対して耐性を生じ易いも

の等であり、このような慎重な使用が求められている医薬品は、当該医薬品

の使用が不可欠な症状（予防のために用いられる医薬品にあっては、その使

用が可能な状態。以下同じ ）が見られる場合に限られるとともに、その使。

用期間中に獣医師の特別の指導が必要とされている。

２ このため、その適正な使用を図るため、投与又は処方に当たっては獣医師

自らが診察し、症状を的確に把握する必要がある。

ここで、獣医師法第１８条に規定する「診察」とは、触診、聴診、打診、

問診、望診その他手段のいかんを問わないが、現代の獣医学的見地からみて

疾病に対して一応の診断を下しうる程度の行為でなければならないと解して

いるため、当該家畜に直接対面して診察することを一度も行わずに、電話、

ＦＡＸ等により、当該家畜の症状等を飼養者等から聞き取るのみでは、要指

示医薬品を使用することが不可欠な症状であるかどうかを的確に把握し、正

しい診断を下すことは通常は困難であると考えられる。

３ したがって、当該家畜に直接対面して診察することを一度も行わず、要指

示医薬品を処方することは、一般的には獣医師法第１８条の規定に違反する

ものである。



（参考条文）

（昭和２４年法律第１８６号 （抄）獣医師法 ）

（診断書の交付等）

第１８条 獣医師は、自ら診察しないで診断書を交付し、若しくは劇毒薬、生

物学的製剤その他農林水産省令で定める医薬品の投与若しくは処方をし、自

ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証明書を交付し、又は自ら

検案しないで検案書を交付してはならない。ただし、診療中死亡した場合に

交付する死亡診断書については、この限りでない。

（昭和２４年９月１４日農林省令第９３号 （抄）獣医師法施行規則 ）

（医薬品）

第１０条の５ 法第１８条の農林水産省令で定める医薬品は、次のとおりとす

る。

一 薬事法（昭和３５年法律第１４５号）第４９条第１項（同法第８３条第

１項の規定により読み替えて適用する場合を含む ）の規定に基づき厚生。

労働大臣又は農林水産大臣が指定した医薬品

二 薬事法第８３条の４第１項又は法第８３条の５第１項の規定に基づき農

林水産大臣が使用者が遵守すべき基準を定めた医薬品
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